
渋谷支社 営業課
ホームセキュリティグループ
（電話：０３－３４６２－６３００）

消防庁救急車

【問い合わせ】
渋谷区役所
福祉部高齢者福祉課
サービス事業係
（電話：03-3463-1873)

対象は65歳以上のひとり暮らし、または65歳以上
のみの世帯で、身体に慢性疾患があるなど、日常
生活を営むうえで常時注意を要する状態にある方

無線式機械を使って簡単取付
大掛りな工事もありません。

通報装置 救急ペンダント

急病やケガなどの緊急事態でも

非常ペンダントを押すだけで
通報できます。

ALSOKヘルスケアサービス
＜ご契約頂いた方への特典＞

健康・介護等に関する電話相談サービスをご用意しております。ご利用
料金は無料となっておりますので、お気軽にご利用ください。
※モバイル型救急通報システムをご利用の場合は対象外です。

火災

けが
急病

東京消防庁へ通報します

救急隊員とガードマンが
ご自宅へ急行します。



消防庁救急車

１ 業務内容
(1) 救急監視サービス
①異常事態を確認し、直ちに消防機関に通報し、救急出動を要請します。
②異常事態を確認した場合には緊急連絡先に通報します。

(2) 火災監視サービス
①異常事態を確認し、直ちに消防機関に通報し、被害の拡大防止に努めます。
②異常事態を確認した場合には緊急連絡先に通報します。

２、取り付けまで
(1) お申し込みはお近くの地域包括支援センター へご連絡願います。
(2) 設置にあたって、ＡＬＳＯＫの担当営業員が、ご家庭を訪問させて頂きます。
(3) ALSOKとの「契約書類」利用料金用「口座振替依頼書」を記入・捺印頂きます。

３、設置について
(1) 機器の設置は、渋谷区の利用決定通知後、通常５～６週間程度です。
(2) 設置する機器は
①ペンダント型救急ボタン １個
②救急ボタン内蔵通報装置 １台 （固定電話回線をご利用の場合は、電話機の近くに設置し
ます。モバイル型救急通報システムの場合は、設置位置を工事当日にお申し付けください）

③火災用感知器（熱感知式） １個 （台所に設置します）
(3) 機器の設置場所と工事実施日は、利用者様とご相談のうえ、決定いたします。

４、料金について
(1) 利用料として 毎月 198円（税込） を口座振替させて頂きます。
(2) 設置に関する費用は不要です。
(3) 通報装置の通信は利用者様の電話回線を使用いたします。
このための電話料金は利用者様の負担となります。
通信確認のために、１日に１回の通信試験を行いますので 、月 300円前後の通信費が
発生します。また、設置工事の時には、動作テストで 200円前後の通信費が発生します。
※上記費用は、お客様の契約内容によって変動します。

５、鍵の管理
(1) 緊急時に使用する為、玄関の鍵を １本預り、「受領書」を発行させて頂きます。
鍵の準備は利用者様にて行い、費用は利用者様負担となります。

(2) 業務停止時、又は利用者様からの御依頼の時は直ちに鍵を返還致します。
(3) 鍵の保管・管理はＡＬＳＯＫにて厳重に管理し、取扱い致します。

６、その他注意事項
(1) 救急ペンダントは、家庭内のみ使用可能です。屋外への持出しはできません。
(2) 救急ペンダントは、耐防水性ではありません、浴室への持込はできません。
(3) ご利用者様または同居されている方が、心臓ペースメーカーを使用されている場合は、事前
にかかりつけの病院へお申し出ください。

(4) ＡＬＳＯＫのサービスご提供の中で、警報以外に「通信回線異常」や「機器異常」の信号を
発する場合があります。その場合、通常の警報と同様に対応いたしますので、あらかじめ
ご了承ください。

(5) ＡＬＳＯＫがお客様の不在時に家に入る場合は、内側から鍵を掛けて中で作業を致します。
これは、ＡＬＳＯＫの警備員が作業中に、第三者が玄関から入ってこないようにするための
ものですので、ご了承いただきますようお願い致します。

(6) 固定電話回線をお持ちでない場合も、モバイル型救急通報システムによりご利用可能です
が、健康・介護等に関する電話相談サービスは対象外となりますので、ご了承のうえご利用
ください。
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